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Summary 

This paper seeks to examine international assistance in domestic elections that 

has rapidly grown since the end of the Cold War. The phenomenon reflects the 

international environment in which state sovereignty does not hinder the spread 

of liberal values across borders. The first section of this paper describes 

the historical development of international electoral assistance in the modern 

age and identifies its rapid rise in the last decade. The paper next examines 

various international organs of electoral assistance ranging from electoral 

assistance bodies of the United Nations to major international NGOs. Finally, 

the paper provides a theoretical discussion on international electoral 

assistance. In so doing, it argues that the rise of international electoral 

assistance in the post-Cold War signifies the values of peace, human rights 

and democracy that are combined as a set of international normative standards. 
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1111．はじめに．はじめに．はじめに．はじめに    

従来の平和学もしくは国際関係学においては、民主主義は主にデモクラティッ

ク・ピース論との関わりの中で検討されることが多かった。その背景には伝統的な

理想主義と現実主義の対立の構図があったと言えよう。というのは民主主義諸国が

戦争を起こさないというテーゼは、単なる理論的・実証主義的検証の対象としての

意味をこえて、主権国家からなる国際社会においても国家の質的転換によって戦争

を無くすことが可能だという前提を含んでいたからである。民主主義国がお互いに

戦争を起こさないとすれば、主権国家からなる国際社会は本質的に戦争状態にある

という現実主義の洞察が否定される。カント以来の伝統とされるデモクラティッ

ク・ピース論は、そうした意味において２０世紀後半の学説史的文脈の中で意味を

持っていた。 

しかしながら私見では、民主主義国家が戦争をするか否かという問題は、果たし

て民主主義がどのように定義づけられるのか、また一国の政治状態をどのようにし

て民主的と判断するかという問題をはらんでいる。またデモクラティック・ピース

論においても民主主義国の非民主主義国に対する戦争の可能性は否定されないので、

結局のところ戦争が起きた場合どちらか一方が完全には民主的ではなかったという

議論に陥りやすい。また今日のように国家の国境内部での紛争が国際社会の主要関

心事になっている状況において、戦争に関わっている国が民主的であるかどうかを

問うことにはあまり意味がないとの見方もある。１９世紀における民主主義国が起

こした戦争の例、アメリカの南北戦争、は、その規模においては当時のいかなる国

際戦争にも引けを取らない甚大な紛争であった。 

興味深いのは、ブルース･ラセットのようにリベラル派のデモクラティック・ピー

ス論からのみ、現代の民主主義が語られているわけではないということだ。たとえ

ば現実主義者といえるハンティントンらもまた、現代世界における民主化の流れに

ついて重大な関心を抱いている。民主主義への支持と、「文明の衝突」への警鐘とは、

容易に併存する。８０年代以降の民主化の「第三の波」は、現代世界における一つ

の事実であり、それは基本的に理想主義と現実主義の理論的対立軸とは無関係であ

る。ラセットの言葉を使えば、ソ連・東欧諸国の体制変動が起こったとき、当事者

双方が民主的であった場合に戦争は起こらないというテーゼが「学問的には未だ理
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論化の途中だったにもかかわらず、政策決定者は決定を下して、公の言論の場でそ

れを正当化しなければならなかった。」1 

本稿は現代国際社会における民主主義と平和、さらには人権の関わりを、デモク

ラティック・ピース論とは異なる視点から捉えることを試みる。まず１９８０年代

以降、特に冷戦終結後に「民主化」と呼ばれる動きが世界大に広がっていることを

認める。ラテン・アメリカ諸国、アフリカ諸国、そして東欧を中心にして独裁的政

権が選挙によって選出される政権に移行している流れがあることがその理由である。

2そこで確認されるべきは、以下のような点である。第一に、「民主化」の進展と呼

ばれているものは、多くの場合選挙の実施と同義とされている。つまり政権が国民

の選挙によって選ばれているかどうかということが、とりあえずの「民主化」の基

準となっている。3第二に、その「民主化」の流れは単に自然発生的に起こっている

わけではない。「民主化」を推進する国際的勢力の存在があって、各諸国における「民

主化」勢力の動きも理解できる場合が少なくない。この場合国際的勢力とは、いわ

ゆる西側先進諸国政府と民間組織などもさすが、冷戦終結以降は国際連合などの国

際機関も同じ価値観にもとづいて「民主化」推進のために機能している。4第三に、

そうした国際的流れの思想的背景として現実にデモクラティック・ピース論に近い

ものが存在している。「民主化」支援が国際社会の平和と安定に資するという一つの

前提が、種々の国際社会の努力の中で確立され、正当化されているのである。もち

ろん民主化の流れの歴史的評価は、さらに総合的かつ慎重に、なされなければなら

ない。あくまでも本稿が確かに存在しているとみなして分析対象とするのは、現代

世界において民主主義を国際的に支援しようとする動きである。それが実際に長期

的にどれだけの効果をもたらしているか、また将来もたらしていくかについては、

別の機会であらためて論じられるべきだろう。あくまでも本稿が目的としているの

は、そうした国際的な動きの一環として展開されている選挙支援を総覧し、そこか

ら民主主義がどのような機能を果たすことを期待されているのか
、、、、、、、、、

について分析する

ことである。 

本稿がポスト冷戦時代における民主主義の機能を検討するために国際社会の選挙

支援に焦点をあてるのは、そこにおいて上記の三つの問題群が密接に絡み合ってい

るからである。もちろん本稿は、ポスト冷戦時代における民主主義の機能という大
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きな問題に対する部分的考察の序論とも言うべきものにすぎず、とりあえずは国内

選挙に対する国際社会の支援を種々の側面から検討し、その全体像を描き出すこと

を目的にしている。5そこで本稿は第一に、ポスト冷戦時代の国際的選挙支援の拡大

がどのような背景で起こったのかを、歴史的な視点から探求する。第二に、個々の

選挙支援団体を確認しながら、実際に行われている選挙支援活動がどのようなもの

であるのかを把握する。第三に、総合的な理論的考察を加える。ただし最後に、現

代国際社会の選挙支援の特徴と問題点についての指摘も限定的に行われるだろう。 

 

２．歴史的推移２．歴史的推移２．歴史的推移２．歴史的推移    

国際社会における選挙支援は決してここ数十年ではじまったものではない。少な

くとも国際連盟の設立時における議論に端を発している国際社会の選挙関与は、国

際連合の設立において制度的発展を見せた。ただそれが冷戦終結期から質的・量的

転換を遂げて活発化したのである。したがってまずは第二次世界大戦前、大戦後、

冷戦終結後の三つの歴史的区分にもとづいて国際社会の国内選挙への関与の展開を

追ってみることにする。 

（１）第二次世界大戦前 

２０世紀前半において国際社会が国内選挙に関心を持ち出したということは、決

して偶然的なものではない。なぜならば第一次世界大戦は枢軸国によってドイツ・

オーストリアなど独裁政権と民主主義諸国との間の対決として位置づけられたから

である。この見方は、アメリカの参戦によって決定的となった枢軸国側の戦争正当

化イデオロギーであった。連合国側に立った諸国が全て民主的であったかどうか、

アメリカ、イギリス、フランスといった枢軸国側が今日からみてどの程度に民主的

であったかどうかはとりあえず別の問題である。甚大な人的被害をもたらし、また

結果的にロシア革命を誘発してしまった大戦の戦後処理の過程において、民主主義

の理念をどのように取り込むかが無視できないものになった。しかもこの時代に特

徴的なのは、少数民族を戦争協力に取り入れるために約束された戦後の小国独立が、

民主主義の理念と結びついたことである。 

そこでウッドロー・ウィルソン米大統領が民族の「自決」原則を持ち込んだわけ

だが、戦争の原因を独裁的な国家体制に見出したウィルソンは、抑圧された諸民族
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に「自決」の機会を与えることによってより平和で安定した国際秩序を実現しよう

とした。6しかし部分的に適用されたこの「民族自決」原則は、二つの大きな矛盾を

抱えていた。一つは、その原則が敗戦国の領土内で適用されたにもかかわらず、民

主的であると想定された戦勝国の内部―それはイギリスとフランスの場合世界大の

帝国であった―には適用されなかった点である。もう一つは、「自決」する「民族」

の存在を誰が認定するのかという問題が回避され、戦勝国の思惑にそった民族の「自

決」権の行使形態が実現した点である。 

「自決」を保障するために第一次世界大戦後に注目されたのが、プレビサイト

(plebiscite)である。7これは古代ローマの平民(plebeian)会で決められた方策を指

す語から生まれたとされるが、8近代になってはフランス革命後に Combat-Venaissin 

and Avignon (1791), Savoy, Mulhouse, Hainaut and Rhineland (1792)のフランス

で教皇領とされていた幾つかの地域で住民の意思を確かめるために実施されたのが

始まりと言われる。9１９世紀にはナショナリズムの高まりにともなって、しばしば

国際紛争の際に考慮されるようになった。実際にイオニア諸島やヴァージン諸島で

適用された例がある。またイタリア統一の際にもプレビサイトが行われたし、逆に

１８６０年のサヴォイとニースのフランスへの帰属はプレビサイトによって承認さ

れた。ノルウェーのスウェーデンからの分離（１９０５）もプレビサイトによって

決められた。また最初の国際選挙監視は１８５７年にモルドバとワラキアにおいて、

仏・英・普・露・襖の監視の下に行われた。10しかし１９世紀におけるプレビサイ

トは、まだ国際社会の表舞台に登場していない。たとえばシュレースヴィヒ地方は、

１８６６年の普襖戦争後の平和条約において「もし自由投票によって住民の意思が

表明されたならば」デンマークに属することが明記された。しかしプロシア、ドイ

ツ帝国はその条項を無視し続けた。またテキサス・テネシー・ヴァージニア州で行

われ、州民の分離独立の意思を明らかにしたプレビサイトは、アメリカ合衆国連邦

政府によって無視された。11 

そのような革命的な含意を持つ制度が、国際社会の新しい秩序構築における民主

主義と平和との結びつきを象徴して、第一次世界大戦後に登場したわけである。12プ

レビサイトは実際に、シュレースヴィヒ地方やオーストリアとハンガリーの国境地

帯のシュプロン市などで実施された。（表１参照）13しかしヨーロッパに領土的利害
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を持たないアメリカのウィルソンによって提唱された自決「原則」は、表面的には

ほとんどの国によって支持されながらも、現実には自国の領土内に複雑な民族問題

を抱える他の戦勝国の真に望むものではなかった。両大戦間期の六つのプレビサイ

トの例の全てがドイツ周辺の国境問題を解決するためのものであったことが、それ

を示している。 

（２）第二次世界大戦後 

国際連盟の下で極めて限定的にしか活用されなかったプレビサイトは、国際連合

の成立と共に新しい局面を迎える。国連はその憲章において明確に「人民」の「自

決」権を認めたからである。14それに対応して１９４８年に採択された「世界人権

宣言」は、選挙権の行使を普遍的な人権の一部として明文化した。それによれば、

「人民の意思は、統治の権力の基礎である。この意思は、普通かつ平等の選挙権に

基づき秘密投票又は同等の自由な投票手続により行われる真正な定期的選挙におい

て表明されなければならない」。15多くの旧植民地地域の独立した新しい時代におけ

る自決権と選挙権の結びつきを反映していると思われるのが、１９６６年に採択さ

れた「市民的及び政治的権利に関する国際規約」である。それはまず冒頭で「すべ

ての人民は、自決の権利を有する。この権利に基づき、すべての人民は、その政治

的立場を自由に決定し並びにその経済的、社会的及び文化的発展を自由に追求する」

と規定する。そしてその上で「すべての市民」の選挙に関する権利、つまり「（a）

直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、政治に参与すること。（b）普通かつ平

等の選挙権に基づき秘密投票により行われ、選挙人の意思の自由な表明を保障する

真正な定期的選挙において、投票し及び選挙されること」、を明記している。16さら

に１９６５年に国連総会決議で採択された「人種差別撤廃条約」は、その第５条（ｃ）

項において「政治的権利、特に、普通かつ平等の選挙権に基づく選挙に参加（投票

と立候補）」する権利が、差別なく保障されることを規定している。同様の規定は「女

子差別撤廃上条約」にも見られる。17またヨーロッパ、アメリカ、アフリカといっ

た地域の人権条約においても、人権保障の枠組みの中で、選挙の権利が位置づけら

れていった。18こうして第二次世界大戦後に成立し、確立された国際社会の法秩序

の中で、選挙はまず「人民の自決権」の、そしてさらに「市民の人権」を補完する

原則の一つとして認識されていったのである。19 
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ただしこのように選挙の必要性が国際法秩序の中で位置づけられていったにもか

かわらず、国連を中心とする国際社会は必ずしも選挙支援に積極的ではなかった。

なぜなら選挙はまずもって国内管轄事項だと考えられ、それに関与することは内政

干渉にふれる危険性があると恐れられたからである。人民の意思の表明が国家機構

の構成を決定するという建前からすれば、むしろ国外から来た者の存在はタブーで

あり、国際社会はできる限り関与しないことが望ましかった。特に冷戦構造下の国

際社会の状況では、他国の関与はイデオロギー的・政治的動機にもとづくと仮定さ

れてしまい、国連もまた常に中立的な存在だとは決して信頼されなかった。 

もっとも国連信託統治機構の独立に際しては、国連は限定的に選挙支援活動を行

っている。たとえば「監督(supervision)」業務としては、イギリス信託統治地域ト

ーゴランドでのプレビサイト（１９５６年）、フランス信託統治地域トーゴランドの

議会選挙（１９５８年）以来の諸例がある。また「監視(observation)」業務の例と

しては、太平洋諸島信託統治領における選挙や住民投票（１９７８－１９９０年）

などがある。20（表２参照）ただし旧植民地地域、信託統治領における国連の役割

はあくまでも限定的なものであった。規模も小さいものであり、それぞれの場合に

選挙監視団の構成員数が３０人以上となることはほとんどなかった。21結局のとこ

ろこの時期の国連は脱植民地化を支援する活動には積極的だったが、必ずしも民主

的制度を確保するのに積極的ではなかった。換言すれば、脱植民地化は国際社会の

否定できない規範となっていたが、民主主義は必ずしも普遍的ではなかったのであ

る。22 

（３）冷戦終結時 

もし１９８９年をもって冷戦終結の年と考えるならば、国際社会の選挙支援にお

ける大きな転換点が冷戦終結と同時に起こっていたと言える。その歴史的分岐点を

選挙支援の分野で象徴する国連文書としては、１９８９年３月の人権委員会決議「定

期的で真正な選挙の原則の効果を高める：将来の努力のための枠組み」があげられ

る。それによれば「定期的で真正な選挙を通じて表現された人民の意思」が「政府

の権威の基盤」である。そして同決議は、普通平等選挙や秘密投票の原則、あるい

は憲法手段によって統治形態を変更する人民の権利などの原則を確認する。さらに

「ホスト国は監視員を招聘したり助言的用役を求めたりすることができる。それら
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の片方もしくは両方が地域機構または国際連合から提供されうる」としている。23 

１９８９年はナミビアで制憲議会選挙が行われた年であった。ナミビアは南アフ

リカの政策によって独立が遅れていたとはいえ、信託統治領という戦後の国連によ

る選挙支援地域の一例ではあった。しかしそれにもかかわらずナミビアにおける選

挙は歴史的な転換点となった。なぜならば第一に、選挙の実施は独立に向けての一

連の国連決議に基づくものであったが、24その過程で紛争解決の手段としての選挙

という性格が打ち出されたからである。１９８９年のナミビア選挙は、西欧諸国や

国連が紛争当事者である南アフリカ政府と南西アフリカ人民機構（ＳＷＡＰＯ）と

の協議の上で、紛争を解決してナミビアの独立を達成しようとする過程の中で位置

づけられた。第二に、国連がナミビア選挙のために独立の機構・国連ナミビア独立

支援グループ（ＵＮＴＡＧ）を設立し、事務総長特別代表のもとで独自の活動を展

開したことである。特別代表の権限は広範囲に「自由で公正な」選挙実施のための

必要作業に及び、選挙キャンペーンそのものが特別代表の承認なくしては始められ

ないほどであった。南アフリカの選出した行政長官が選挙の実務を運営したとして

も、特別代表はたとえば警察機構に及ぶ部分にまでの検証を加えた。第三に、国際

社会の関心を反映して、国連の活動がかつてない大規模なものになった。ＵＮＴＡ

Ｇは選挙時の最大人数で８，０００人の構成員を抱えていた。25１，７８３人の文

民選挙要員が、行政長官が持つ２，５００人の職員を監督するという徹底度であっ

た。こうした国連の介入によって、紛争当事者である南アフリカ政府によって運営

された選挙の公正さに信頼が置かれたことは確かだろう。このナミビアの選挙にお

いて、平和構築活動と「自由で公正な」選挙による国家構築の試みが大規模な国際

支援によって結び付けられる道筋がついた。26 

選挙監視を主眼としていたが、同時期のニカラグアでの選挙も国際社会の選挙関

与の新しい形態を印象づけた。１９８９年３月に正式になされたニカラグアの外務

大臣からの国連事務総長への選挙監視の要請を受けるにあたって、前例のない主権

国家内部での選挙監視であったがゆえに、事務総長はニカラグア情勢の特殊性を強

調しなければならなかった。その特殊性の要素とは、他の四中米諸国の支持、総会

の勧告、選挙準備過程から監視を行うことである。27そして同年 8 月、ニカラグア

選挙過程検証国連監視使節団（ＯＮＵＶＥＮ）が創設され、最大でも２３７人のス
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タッフという規模ではあったが、選挙活動期間からの包括的な監視作業にあたった。

ニカラグアの場合においても、選挙は明白に和平努力の一環として位置づけられた。

選挙に付随して中米での地域機構として、国際支援・検証委員会（ＣＩＡＶ）、そし

て国連中米監視団（ＯＮＵＣＡ）が１９８９年にそれぞれ創設されたのも、難民帰

還や不正規軍・反乱軍への援助の停止などの治安事項を多国間で実現していくため

だった。同様にして国連はＵＮＤＰ（国連開発計画）を通じてなされたハイチから

の要請に対して、安全保障理事会および総会における議論をへて、国連ハイチ選挙

検証監視団（ＯＮＵＶＥＨ）を創設して１９９０年の選挙支援にあたった。ＯＮＵ

ＶＥＨは規模においてはＯＮＵＶＥＮよりさらに小さかったが、治安に関する技術

支援がなされ、６２人の治安アドバイザーが派遣され、暫定選挙理事会にＵＮＤＰ

を通じての大規模な技術支援がなされた点に関しては革新的であった。28 

９０年代初期は平和維持活動の高まりに合わせて、選挙支援が一気に拡大してい

った時期であった。（表３・４・５・６参照）それだけではなく、１９９３年の国連

カンボジア暫定統治機構によるカンボジア総選挙の例のように、関与の質的度合い

も変化して国連そのものが選挙を組織する場合も出てきた。29ただしソマリアでの

大きな失敗後に不可避となった国連平和維持活動全体の後退によって、平和維持活

動と結びついた選挙に対する国際支援の事例も９０年代後半には減少傾向に入る。

選挙支援自体も、９２年にアンゴラにおいて大きな失敗を見せた。その意味におい

ては現在では冷戦終結直後の高揚期は過ぎたと言える。しかし冷戦中の状況と比較

してみれば、依然として選挙支援活動の拡大は否定できない事実となっている。 

９２年を一つの山とし、９５年に同じような山を形成している技術支援を中心と

する選挙支援の広がりについては、次節で国連の選挙支援部門について見ていく際

にさらに分析する。ここではとりあえず冷戦終結時のナミビアやニカラグアおよび

ハイチにおける事例において、国際社会の大きな構造転換を反映した新しい国際社

会の選挙支援の形態が確立されていったことを強調しておきたい。かつて国際連盟

時代のプレビサイトは、第一次世界大戦後のヨーロッパのドイツ及びハプスブルグ

帝国崩壊に伴う領土問題の解決という課題から生まれたものであった。ヨーロッパ

以外の地域は委任統治領として大国間で分配され、それが国連の信託統治領へと引

き継がれたのだが、そのヨーロッパ外の領土問題は第二次世界大戦後に民族自決原
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則を媒介にした国民国家システムの普遍的適用によって解決が図られることになっ

た。その結果が国連監視による一連のプレビサイト・住民投票である。したがって

この時代の国際社会の選挙支援は、その目的があくまでも国民国家システムを完成

させることであったがゆえに、そして選挙自体が国際社会内部の南北対立の構造と

連動していたがゆえに、消極的であり、また消極的なものであることが望ましかっ

た。 

こうした状況は８０年代末までに一変する。まず７０年代には旧植民地の独立運

動は終息し、地球の地表を覆う国民国家システムはとりあえず形式的には完成した。

それ以後の政治的紛争は、国家統一の基盤が脆弱なまま独立を果たした新興国家の

内部のひずみとなって現われることになった。また８０年代末には米ソ対立の終焉

を受けて多くの地域紛争がその後ろ盾をなくし、あるいは紛争継続を望んでいた外

部勢力を失い、和解の方向に入っていった。同時に国連においても、米ソが互いの

提案に拒否権を発動するという冷戦時代のパターンが終わりを迎え、地域紛争の終

結に利益を見出す国際社会が、とりあえず一体となって平和構築にあたるという構

図が出来上がった。その過程において内政干渉を警戒する理由が相対的に減少し、

必要であれば、また大国の同調という条件が整えば、国際社会による主権国家の内

部機構に立ち入っての諸活動が是認されることになった。それは１９８９年以来国

連が受け取った選挙支援要請の数が１４０を超えているという事実からもうかがえ

る。30このようにして選挙という純粋に国家の内政事項に関する国際社会の積極的

な支援が、地域紛争の解決という国際社会の関心に引き寄せられて可能となったわ

けである。31 

１９９８年末までに国連に選挙支援を要請した加盟国の数は８１にのぼる。また

後に見るように、特に欧州と米州においては、地域的国際機構が国連の関与しない

場合においても選挙支援を行ってきている。もちろん現実に支援を受けた国々の全

てで満足のいく選挙が行われ続けているわけではない。だが民主主義に対する価値

規範の広がりという観点からすれば、既に民主主義を確立したと考えられる諸国に

加えて世界の約半数の国々が選挙を通じた民主的な国制の確立に関心を抱いている

という事実は、重要なものだろう。32ただしもちろん逆に言えば、依然として（少

数者集団になったが）一定の数の国々がこうした動きに懐疑的な視線を送っている。
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33冷戦期に西側陣営と思想的な対立を見せた中国やイスラム系諸国などが、特定の

政治制度の押し付けと見なされるものに反対するのである。 

このようにポスト冷戦期の選挙支援の基盤となる民主主義的価値規範は広く認め

られ始めているが、依然として普遍的とは言えない。かつてのプレビサイトの基盤

であった民族自決権が慣習国際法の地位にまで高められているのとは、著しい違い

がある。民族の意思の表明である民族自決と国家主権は、国際社会の法規範の支柱

だと認められている。それに対して選挙はいわゆる国内管轄権内にある事項であり、

長い間内政不干渉原則によって国際社会が関与できない領域とみなされていたもの

である。現代においても当該国の支援要請がある場合にのみ国際社会は対応すると

いう原則が貫かれており、内政不干渉への抵触を理論的には回避している。34この

ことを次節において個別の機関に焦点をあてながら、さらに確認していくことにす

る。 

 

３、選挙支援組織３、選挙支援組織３、選挙支援組織３、選挙支援組織    

本節ではポスト冷戦時代に形成されてきた、選挙に対する国際支援の組織的枠組

みを見ていく。選挙支援組織としては主に国際組織と民間団体があげられるが、そ

の中でも国際連合が主要な役割を担っているし、内部に選挙支援を扱う下部機関を

複数持っている。そこで本節ではまず国連内部の支援組織についてまとめ、それか

ら他の国際組織および民間団体について概観する。 

（１）国際連合 

国連においては当初、選挙（プレビサイト・国民投票）は脱植民地化の流れの中

で国連信託統治領と結びついていたので、特別の選挙支援機関は発達しなかった。

しかし次第に選挙が新しい意味を帯びてくるにしたがって、選挙支援担当機関が生

まれてくるようになった。ただし９０年代だけに絞っても選挙支援担当機構の構成

には変化が生じている。まずは９０年代当初の活動諸機関を列挙し、さらにそこか

ら発展して生まれてきた諸機関の説明へと移ることにする。 

（ａ）既存の組織での対応 

各種の人権関連法規で選挙に関する権利が明記された経緯により、人権センター

がまず選挙担当機関の一つとして活動することになった。人権センターは選挙の法
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的・技術的側面に関する助言・技術提供をする機関であった。１９９０年のルーマ

ニア、翌年のアルバニアに対する専門家派遣から始まったことからもわかるように、

旧共産圏のような民主化移行期の国において、選挙の経験のない国内職員に選挙実

施方法を教えるために活動した。人権センターと各国政府の間では、選挙に関する

不平の取り扱い、国外に居留する国民の選挙権の取り扱いなどの問題から、将来の

憲法や選挙法の整備について、また海外選挙監視員の組織方法、投票所・投票箱の

安全確保方法、あるいは政党のメディア利用や投票者啓蒙方法などの諸点が広範囲

に話し合われた。人権センターはいわば選挙経験のない国の政府職員に選挙のノウ

ハウを教えるものであり、選挙監視・監督・検証などの業務とは区別され、被支援

国政府との直接的関係のみで活動する。その目的は、当然ながら種々の人権規約に

準拠する選挙を民主化過程の国々に行わせるという点にあるが、その際に選挙に関

する法的・技術的諸問題に関して包括的に助言・技術支援を供与する。 

人権センターと同じく事務局に属する開発技術協力部門も、やはり選挙に関する

諸問題のための助言を提供する機関であった。投票者登録の方法、その記載方法、

コンピュータ化、あるいは選挙委員会の運営方法などがその対象となった。また同

部門は、アジア・アフリカの発展途上国政府に向けて、選挙行政のためのワークシ

ョップを開催したりもした。 

国連開発計画は１９７６年から現在に至るまで選挙支援に関わっている。主に中

南米諸国の政府に対して、選挙実施に必要な設備拡充のための資金を提供してきた

機関である。選挙実務の電算化、投票用紙を円滑に数えるための技術などから、法

的・物資的領域での援助、職員および投票者の教育などをその援助対象としてきた。

国連の選挙支援拡充に呼応して、１９９０年のハイチ選挙においては包括的な大規

模援助を行った。35 

（ｂ）選挙支援ユニットの設立 

デクエヤル国連事務総長は、選挙支援担当部門設立問題について、１９９１年１

１月の報告書の中で、「（問い合わせに）回答したほとんどの加盟国が選挙を検証し、

選挙支援を提供するための新しい国連機構の設立に反対した」にもかかわらず、「私

としては、構成諸国からの要請に対応するために適当な調整と一貫性を確保しなが

ら、起こるであろう種々の状況に必要な柔軟性をもって取り組むことが国連には必
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要だと考える」とした。この見解を国連総会は支持し、事務総長事務所の高官の一

人を選挙支援の担当者として置き、必要な職員をその下にあてるべきことを決議し

た。36それを受けて１９９２年４月にブトロス・ガリ事務総長は、政治事項担当国

連事務次長を選挙支援の担当事務次長(Focal Point)とし、その下に政治局機関とし

て選挙支援ユニット(Electoral Assistance Unit)を設立した。その目的は、第一に

「普遍的そして地域的人権文書によって確立された国際的に認知された基準にした

がって、信頼できる正当な民主的選挙を実施する加盟国の努力を支援すること」で

あり、第二に「真正かつ定期的であり、対立政党と選挙民の十分な信頼を得る民主

的選挙を組織するための受け入れ国の制度的能力を構築するのに貢献すること」で

ある。37 

選挙支援ユニットの機能としては、国連の選挙支援活動全般にわたる以下の諸点

が定められている。（１）国連選挙支援要請を検討し、その適用について担当事務次

長に助言する、（２）要請国の個別ニーズを査定する、（３）他の国連機関と連携し

て選挙支援活動の形態を定め、平和維持活動での選挙要素に関する実際上の戦略を

作成する、（４）要請に適当な機関を調整する、（５）国際監視員を調整し支援する、

（６）国内の無党派な選挙監視能力を高めるのを助ける、（７）要請にしたがった助

言・指導を加盟国に与える、（８）技術的助言や選挙監視・検証支援ができる国際的

専門家の登録をする、（９）国連選挙支援活動を支える信託基金の運営に関して担当

事務次長に助言をする、（１０）適当な活動を行うための地域的組織、政府間組織、

非政府組織との連絡を保つ、（１１）地域レベルでの活動調整および専門家交換のた

めの地域的な選挙組織ネットワークの発達を促進する、（１２）国連の選挙支援活動

に関する総会へ提出する事務総長報告を準備する、（１３）加盟国選挙支援に一貫性

を与えるための制度的記憶装置を確立する、（１４）他の組織と協力して選挙関連の

国際会議、作業部会、研究会、訓練課程を組織する。38 

飛躍的な拡大を遂げた１９９２年以降の国連選挙支援は、この選挙支援ユニット

が中心となったものであった。39 

（ｃ）選挙支援部の平和維持活動局への移転と政治局への復活 

デクエヤルの報告を受けて選挙支援ユニットを創設したガリは、１９９２年に『平

和への課題』を安全保障理事会の要請に従って提出した。冷戦後世界の国連の平和
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活動を表明したものとして注目されたその報告書において、ガリは「平和建設

(peace-building)」という概念を、「予防外交(preventive diplomacy)」、「平和創造

(peacemaking)」、「平和維持(peace-keeping)」に並ぶものとしてあげ、その中で民

主主義の役割を強調し、選挙支援の位置づけを行った。ガリは「選挙監視」を、武

装解除、難民帰還、治安要員訓練、人権擁護、政府機構強化、政治参加促進などと

ともに「平和建設」の一活動と位置づけた。そして「欠陥のある国家機構・能力の

変換への支援と新しい民主的制度の強化への支援」は、国連が技術的援助を与える

べき新しい領域だとした。さらに「社会的平和」が「戦略的あるいは政治的平和」

と同じように重要であるとした上で、「法の支配や決定過程の透明性などの民主的

実践と、真の平和と安全の達成の間には、どんな新しい安定した政治的秩序におい

ても、明白な連関がある。これらの良い統治の要素は、国際的かつ国家的政治共同

体のあらゆる段階で促進される必要がある」と述べた。40 

ガリ事務総長は１９９４年に選挙支援ユニットを「選挙支援部(Electoral 

Assistance Division)」と改称するとともに、それまでの政治局から平和維持活動

局に移転させた。ガリ自身の説明によれば、彼は「二つの局の機能を合理化し、そ

れらの事務局組織を現場と直接一致して働けるように統合した」。41つまり選挙支援

が平和維持活動の現場と密接に結びついて機能している、あるいはすべきであるこ

とに着目しての措置であった。それに関連して、ガリは平和維持活動の現場の職員

が選挙支援部と協議することなく行動することへの懸念を表明している。42これは

逆に言えば、９２年のアンゴラ選挙の失敗やカンボジアでの包括的な平和維持活動

などをへて、国連が平和維持活動地帯における選挙支援の重要性と困難を認識した

ためでもあるだろう。またガリは選挙後の支援の重要性についても訴えている。な

ぜならば「信頼できる定期的選挙を行うことは、民主主義と、そして多元主義の促

進とに関するより広い文脈ではただ一つの要素でしかない」からである。43国際的

に信頼される選挙とあわせて、国民的信頼を得るための民主化努力がなされなけれ

ばならない。ガリが強調するのは、「一つの選挙の技術的成功は、その過程の継続を

確保するための国民的信頼の欠如、あるいは能力・関与の不足に直面すれば、すぐ

にでも無意味となる」ということである。「将来において国際連合は、その支援の質

を、選挙検証の成功あるいは特定の技術計画の効果的実施だけによってではなく、
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自ら定期的かつ信頼できる選挙を行う加盟国の能力への絶え間なき貢献によって、

測定しなければならない。…民主主義国への移行は長く困難な国民的過程である。

しかしながら事務総長は、その過程のために継続的な国際連合の関与と支持を誓

う。」44 

しかしこの時期の平和維持活動に対する米国の冷淡ぶりと重なって、選挙支援を

平和維持活動局に入れて充実させようとしたガリの考えは、「選挙要素を持った大

規模な平和維持活動の予想される数の低下にかんがみて」、一年余りで変更された。

45選挙支援部は、１９９５年７月に再び政治局に戻されることになった。 

また１９９５年頃までに冷戦終結後の民主化の第一波が過ぎ、ガリの言葉を使え

ば、「多くの政府が少なくとも一度は多党制選挙を経験した。彼らの援助ニーズは、

もしあるとすれば、過去におけるよりもより限定的で即座に定義されるようなもの

である」。彼によれば、現存の政府機能を高めるための個別的な選挙支援要請の広が

りは、「選挙支援の新しい、第二世代段階の到来」を予測させるものである。46この

認識は、１９９７年に就任したアナン事務総長にも引き継がれる。47ただしだから

といって選挙支援が国連の平和達成の目的と切り離されて理解されるようになった

わけではない。なぜならば特定の平和維持活動においてではなくとも、依然として

平和のための民主主義という文脈の中で、選挙支援が位置づけられたからである。48

この点に関しては、後にまたふれることになるだろう。 

（２）地域的国際機構 

国連による大規模な平和維持活動の一環としての選挙支援の数が低下するにつれ

て、むしろ重要性を増したのが地域的国際機構による選挙支援である。冷戦時代に

おいても種々の国際機構が必要に応じて選挙監視員を派遣するなどの活動を行った。

だが地域的国際機構が選挙支援活動を充実させてくるのは、新しい世界的な民主化

の流れが生まれた８０年代以降であり、それは基本的に今日でも継続している。 

（ａ）米州機構（ＯＡＳ） 

ＯＡＳは、１８９０年にその前身が設立されたことから、現存する地域的国際機

構の中では最も古い。ＯＡＳでは伝統的に合衆国以外の国々の内政干渉への警戒心

が強かったが、同時に早くから民主的価値観が標榜されてきた。ＯＡＳは１９４８

年の「人の権利と義務に関するアメリカ宣言」において、あらゆる者が「秘密投票
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による、誠実で定期的で自由な人民選挙に参加できる」ことを明記していた。49１

９６９年採択の米州人権規約にも同様の規定がある。50こうした志向から、ＯＡＳ

が最初に行った選挙監視は１９６２年（ドミニカ共和国）と早い。ただし冷戦中の

ＯＡＳは、政治的には民主主義の促進よりも反共産主義に力点を置いていた。１９

６５年に選挙で選ばれた左翼政党がドミニカ共和国で政権につくのを防いだ合衆国

の軍事介入と、それに続くＯＡＳ軍の参加がそれを示す好例であろう。アメリカ州

においては８０年代に大きな民主化のうねりが訪れたが、それを受けて１９８９年

にＯＡＳ総会は「人権の十分な尊重を通じた真正に民主的で参加的なシステム、特

に公務員の選挙において外的干渉なく人民の意思が自由に表明され尊重される誠実

な選挙過程を定期的に持つことを支持し強化する」決意を表明した。51続いて１９

９１年には「民主主義促進ユニット(Unit for the Promotion of Democracy)」が設

立され、そこで「民主主義促進支援計画」が採択された。その二大支柱となってい

るのは、「助言的」とされる技術支援と選挙監視による支援である。52ＯＡＳはこれ

にもとづいて現在も年間５―７件程度の選挙監視を含む活動を行っている。 

（ｂ）コモンウェルス 

コモンウェルスはそもそも単なる旧大英帝国諸国の集合体でしかなく、多様な政

体の集まりであった。脱植民地化の流れの中で時折選挙監視員を派遣することはあ

ったが、あくまでも民族自決原則にもとづく独立を助けるためであった。53コモン

ウェルスが民主主義的価値を標榜するようになったのは１９７１年の「コモンウェ

ルス原則の宣言」からであると言われる。それが１９８９年になると各国首脳はコ

モンウェルスが選挙監視での支援を行うべきことを明確にしていく。それを受けて

事務総長は１９９１年に「加盟国におけるコモンウェルス・グループ創設のための

ガイドライン」を作成し、選挙監視業務を制度化していった。 

（Ｃ）ヨーロッパの国際組織 

ヨーロッパには選挙支援に携わってきた幾つかの国際組織がある。まずカウンシ

ル・オブ・ヨーロッパは古くからある組織だが、選挙支援を始めたのは冷戦終結後

である。54その対象は東欧の旧共産圏で、第一の例が１９９０年のドイツ民主共和

国であったのは象徴的だ。続いて同じ年だけでカウンシルは、ハンガリー、ルーマ

ニア、チェコ・スロヴァキア、ブルガリアからの選挙監視要請を受け、実施した。
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カウンシルの特徴は、その選挙支援が要請国の加盟申請もしくは特別ゲスト加盟申

請と結びついているという点である。カウンシルは潜在的な加盟国である中・東欧

諸国において加盟の条件である自由・公平・秘密選挙の実施を検証し、その結果に

もとづいて９０年代に拡大を続けた。 

ヨーロッパ共同体（連合）そしてＯＳＣＥ（ＣＳＣＥ）も民主主義を自らの標榜

する価値としている。ＯＳＣＥの場合、１９９１年に「自由選挙事務所(Office for 

Free Elections)」を設立して、情報収集や関係政府・団体の接触、会合の場を提供

し始めた。同事務所は翌年に「民主的制度と人権事務所」（Office for Democratic 

Institutions and Human Rights, ＯＤＩＨＲ）に改組され、ＯＳＣＥの種々の選挙

支援の調整にあたっている。55ＯＤＩＨＲは１９９４年のＯＳＣＥブダペスト・サ

ミットにおいてその権限を大幅に拡張して、現在も活発に域内での民主主義と人権

のための諸活動を行っている。ＯＤＩＨＲは、法制度等に関する種々の技術的支援

とともに選挙監視を主要活動の一つにあげ、現在までのところ約８０の選挙監視活

動を行ってきた。参加国の要請によって始まる監視活動は、内容的には国連による

ものと同じだが、ＯＤＩＨＲは長期的選挙監視を短期的なものと区別して、その内

容に幅を持たせている。ＯＤＩＨＲ発行の選挙監視員の手引書によれば、「選挙監視

は単なる技術的行為ではない。なぜならそれは普遍的人権の促進と保護に直接的に

貢献するからである。」したがって選挙監視は、人権侵害を防ぐための活動だと位置

づけられる。56域内に共通の選挙基準を確立することが、民主主義と人権とを共有

するヨーロッパにとって不可欠だという認識がそこにある。 

ＯＳＣＥは、１９９５年のデイトン合意にもとづいて、ボスニア・ヘルツゴヴィ

ナにおいて一連の選挙の組織を行っている。すでに国政選挙を１９９６、９８年の

二回、地方選挙を９７年に、スルプスカ共和国選挙を９７年に実施した。２０００

年にもさらなる地方選挙が予定されている。だが２０００年秋の総選挙までにＯＳ

ＣＥは助言的地位に下がり、ボスニア・ヘルツェゴヴィアナ政府に選挙実施を任せ

る方針である。特徴的なことにＯＳＣＥは、各国政府の協力を得ながら、これまで

に総投票者数の１０％を占める３０万人を「国外投票者」として登録している。ま

た同時に国内の専門職員の育成、およびインフラストラクチャー整備にあたってい

る。57 
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（３）民間団体 

選挙支援の分野で活躍しているＮＧＯは多い。世界各国の民主主義の進展を助け

るという目的と結びついているために、政治家が関係している場合も多い。カータ

ー元米大統領の活動などはその典型だろう。圧倒的に米国、しかもワシントンを中

心とする地域に本部を持つ団体が多数を占めることも一つの特徴である。その背景

には、他国での民主主義の広がりに強い関心を抱く米国の政府関係者を含む層の存

在があると言える。その一方では選挙支援が本質的に政治的な活動であるだけに、

民間団体の活動の中立性に懐疑的な見方もある。 

International Human Rights Law Group 

１９７８年に創設されたワシントンを本拠地に持ち、現在では８５カ国にわたっ

て活動を展開している人権擁護団体である。人権擁護のアドボカシー活動から国際

法廷を用いての訴訟運動なども展開しているが、人権の観点からの選挙を通じた政

治参加を重要視し、１９８３年から選挙監視強化のプロジェクトも実施している。

たとえば１９８９年のソ連での複数政党制選挙を監視した唯一の人権擁護団体とし

て知られる。58 

National Endowment for Democracy 

１９８３年に創設された米国の団体である。構成員には、超党派的だが政治家や、

産業界の指導者層が加わっている。民間団体として活動しているが、資金は全て米

国議会が拠出している。この基金が主に助成しているのは、民主党系と共和党系の

民主主義促進団体である National Democratic Institute for international 

Affairs(NDI)と International Republican Institute(IRI)である。また同時に市

場経済を促進する Free Trade Union Institute(FTUI)、Center for International 

Private Enterprise(CIPE)にも継続的に助成している。この団体は民間団体として

政府機関のできない領域での活動を展開しているが、National Endowment for 

Democracy 法にもとづいて米国議会の監査を受けている。特徴的なのは、掲げられ

た六つの目的のうちの一つが、この団体が促進する民主的発展があくまでも米国国

益の広い関心にそったものだとしていることである。59 

National Democratic Institute for international Affairs(NDI) 

ＮＤＩも１９８３年に設立されたワシントンを本拠地にする団体である。ＮＤＩ
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は選挙中ではなく、選挙前と選挙後にも監視活動を行い、選挙過程の総合的評価を

出す。60 

International Republican Institute(IRI) 

ＩＲＩは１９８４年に設立された。ＩＲＩは、ＮＥＤを資金源としてＮＤＩと双

璧の関係にあり、しばしば実際の選挙支援において協力関係を結んでいる。61 

Council of Freely-Elected Heads of Government 

この評議会は１８人の西半球の国家元首経験（現職）者によって１９８６年に設

立された。設立は米国ジョージア州のカーター・センターにおいて、カーターおよ

びフォード米国元大統領のイニシアチブによるものだった。１９８７年のハイチと

アルゼンチンでの選挙から始まった同評議会の選挙支援活動は、ラテン･アメリカ諸

国を対象にしたものである。１９８９年のパナマ国政選挙では政権党の勝利を宣言

したノリエガ政府に対して、選挙監視にあたったカーター・グループが選挙におけ

る不正と野党の勝利を宣言して、結局選挙を無効にさせた。カウンシルは現在まで

のところ、１０カ国における１７の選挙を監視してきた。62カーター・センターは

１９９７年よりデモクラシー・プログラムにおいて、技術支援などを含む独自の選

挙支援を行っているが、海外での活動ではＮＤＩと協力して行っている。63 

International Foundation for Electoral Systems(IFES) 

ＩＦＥＳは１９８７年にワシントンで合衆国国際開発庁（ＵＳＡＩＤ）の出資に

よって設立された。ＩＦＥＳは選挙監視だけではなく、選挙前技術評価、職員訓練、

投票者教育、制度面での助言、物質供与などにおいて多岐にわたる支援体制をとっ

ている。ＩＦＥＳに対する支援要請は米国大使館などを通じて入ってくる。64 

International Institute for Democracy and Electoral Assistance(IDEA) 

  １４カ国政府の共同出資によって１９９５年にストックホルムで設立された団体

である。現在ではその構成員は１７カ国政府と５つのＮＧＯとに拡大している。65多

様な構成国を反映して、「特殊な国益にとらわれず」民主主義促進活動を行うことを

特徴に掲げる。66各種出版、研究活動などとあわせて選挙監視活動も行う。  

その他  

限定的な活動主体としては La Fédération Internationale des Droits de l'Homme 

（ フ ラ ン ス ）、 international Commission of Jurists （ ス イ ス ）、 Inter ―
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Parliamentary Union などがある。興味深いのは、米国のＮＥＤをまねて英国で１

９９２年に Westminster Foundation for Democracy が政府の資金援助を受けて設立

されたことである。 

 

４、理論的考察４、理論的考察４、理論的考察４、理論的考察  

ここまで見てきたように国際社会の選挙支援は、世界的民主化の動きの中で並行

して発展してきた。そして最近の国内制度にまで関わって行われる国際的支援は、

冷戦が終結して初めて生まれたものだった。現在支援の主体となっている諸組織も、

それが既存のものであれ新設のものであれ、９０年代に入って本格的に選挙支援機

能を充実させてきた。だがまたそこには国連の活動が中心になっているとはいえ、

アメリカを中心とする欧米諸国の積極的な働きかけが存在していることも事実であ

る。67それもまた「歴史の終焉」までもを意味しなくても、西側の勝利として認識

された冷戦終結にともなう世界秩序形成の中で展開してきた国際社会の選挙支援の

特徴を示している。国際社会の選挙支援は、こうした意味であくまでもポスト冷戦

時代の国際社会の産物だと言える。そこで特徴的なのは、民主主義を実現するため

の手段としての選挙が、人権そして平和のための手段としても位置づけられている

ことである。ブトロス・ガリの言葉を使えば「社会的平和」、より学問的には「積極

的平和」を実現するための手段として選挙が認識されているのである。 

クリシュナ・クマールは紛争後地帯での選挙実施の目的について三つのことを指

摘している。第一は、国内的・国際的正統性を持つ民主的に確立された政府に権力

を委譲すること。第二に、民主化過程を開始し強化すること。第三に、紛争当事者

の間の和解を促進することである。68このうち第一の目的における「正統性」とは、

人権擁護の一環として位置づけられる選挙の規範性に依拠しなければならないとす

れば、この三つの目的が、人権、民主主義、平和という選挙に担わされた三つの価

値を表現しているとも言える。そこで本節では、選挙実施の意義がこれら三つの価

値規範の観点からどのように主張されているのか、理論的に点検してみる。 

（１）選挙と正統性  

なぜ選挙は正統性をもたらすのだろうか。この問いに答えるにはとりあえず、マ

ックス・ヴェーバーの支配の社会学を想起すればよいだろう。ヴェーバーの理念型
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にならって支配の諸類型を「伝統的支配」、「カリスマ的支配」、「合法的支配」に分

類すれば、選挙は新しい政権に「合法性」を与えるために機能するものだといえる。

69もっともヴェーバーの理念型があくまでも理念型であり、一つの事象の多様な側

面を整理したものでしかないように、選挙の機能もこれら三つの全てに関わってい

ることも事実だ。選挙が保証する「合法性」は、とりわけしばしば国際的選挙支援

が必要となるような場合、つまり何らかの形で従来の国内政治体制が変更を余儀な

くされた後の選挙において、意味を持つ。なぜならたとえば紛争後地域での選挙に

おいては、「伝統的支配」と「カリスマ的支配」の機能がほとんど期待できないか、

もしくは紛争を助長するだけであることが多いからである。この場合、崩壊ないし

危機に瀕した古い政治制度の後に生まれた、あるいは生み出される政治秩序の正統

性を、国際社会が公正な外部勢力として保証するわけである。あるいはヨーロッパ

での選挙監視などのように域内アイデンティティ形成と結びついている場合には、

選挙監視が支配の「合法性」を保証する。その場合、選挙が生み出す「合法的支配」

とは、必然的に国際的基準にのっとった「合法性」となる。諸々の人権宣言・規約・

条約によって成立した規範の枠組みにそって行われた選挙が、支配の合法性を保証

する。注目すべきはポスト冷戦時代においては、支配の合法性は単なる「人民の意

思の表明」などではなく、国際的基準にそった人権規範によって保証されるという

ことだ。 

もっとも選挙が他の支配類型と全く関係がないわけではない。ハンティントンは

「権威主義体制が崩壊したとき、そのことから生じる権威の真空を直ちに埋める」

ための手段として選挙の必要性を指摘した上で、そこで選出される指導者がよりカ

リスマ的である方が新政権の安定性のために資するとしている。70つまり人民投票

としての選挙は、民衆の支持を受けたカリスマ性を持つ指導者を選出する傾向を持

つのであり、71その大衆的支持を集めるカリスマ性が新政権による安定的統治に不

可欠だと考えられるわけだ。72もっともそうしたカリスマ性は党派的対立を超越し

ないときはむしろ和解を阻害するかもしれないが、しかしカリスマ的支配を全く生

み出さない選挙の後にも、しばしば党派的対立再燃の動きが起こるだろう。 

（２）選挙と民主主義 

今日では選挙そのものが民主主義を認定する基準とされる。その意味では選挙と
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民主主義は不可分であるどころか、同一のものである。だが実際には選挙が定期的

に行われていても、多くの場合必ずしも民主的だとはみなされない地域もある。た

とえばイランなどは定期的に選挙を実施しているにもかかわらず、純正に民主的だ

とはみなされないことが多い。73欧米的な見方によれば、シンガポールやマレーシ

アのような国はせいぜい部分的に民主的であるにすぎない。74それは選挙権以外の

市民的・政治的権利も最大限に開花するような多元的社会を、そうした国々の選挙

がもたらしていないからである。国連などでは、民主主義は促進されるべきだが、

その形態は様々だと強調される。75だが国際的支援を伴う選挙は、多元性を民主的

選挙と同義語とする欧米流の思考を事実上の基準としてきた。なぜならそれは選挙

が、あくまでも包括的市民的・政治的権利規範の一環として位置づけられるからで

ある。 

今日の国際社会では、民主主義自体が批判の対象となる１９３０年代のような事

態は過去のものとなった。つまり政治体制の基礎が人民の意思であることを否定す

る動きは、少なくとも政府レベルでは存在しない。民主主義が否定的に捉えられた

時代は完全に過去のものである。だがもちろんだからといって西欧的な自由民主主

義が世界大で実現しているわけではない。そこで民主的であると説明される国家の

民主性が、真に民主主義の名に値するかどうかを測る基準が必要となる。とりあえ

ずその骨幹に位置づけらるのが「自由で公正な」選挙の実施なのであり、さらには

それに付随する人権規範を遵守する自由主義的な民主主義である。自由民主主義が

しばしば市場経済システムの確立と不可分であるかのように考えられているのも、

選挙を通じた民主主義が国際的な個人主義的「権利」規範の一部として存在すると

いう状況を反映していると言えるかもしれない。 

重要なのは、そうした基準を満たした国家が民主主義を媒体にした一種の「価値

の共同体」に加入できる点だ。この点は欧州各地域機関やＯＡＳにおいて顕著に見

られる傾向だが、先進国の援助、ＩＭＦや世界銀行の融資に伴う条件を通じて世界

大に推進されてもいる。国際社会の主流を担う国々が、人権や民主主義を共有する

価値としてのグループを形成しているのである。そこでは「良い統治」の基礎であ

る民主主義を共有しているという認識から、諸国家が価値を媒介にした友好関係を

構築する。実際のところその「価値の共同体」は、ＮＡＴＯを典型例とする同盟関
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係などを保つ「デモクラティック・ピース」の領域である。そこから明白に排除さ

れる勢力、つまりサダム・フセインやカダフィ、選挙で選出されていても基準を満

たしていないと想定されるミロシェビッチなどの反民主主義指導者たちは、そうし

た「価値の共同体」の外部領域に位置づけられる。当然、ラセットやその他の者が

強調するように、域内で安定性を持つ「価値の共同体」はその外部勢力に対しては

断固たる敵対姿勢でのぞむはずである。もちろん民主的ではなくても必ずしも敵対

的にはみなされない中国のような「グレイ・ゾーン」も存在する。だがいずれにせ

よアメリカの主導する世界秩序は、この民主主義を媒介とする「価値の共同体」を

その中心とするものである。76選挙を基準とした手続き的民主主義は、この「価値

の共同体」の領域を定めてくれるのだ。 

（３）選挙と平和  

紛争後地帯に選挙が和平努力の一環として実施されるのは、選挙が平和建設に役

立つという認識があるからである。まずそれは民主主義一般が平和的なものだとい

う期待に根差している。ハンティントンによれば、「近代世界において、一般的に民

主主義システムは非民主主義システムと比べて市民的暴力を受けることが少ない。」

なぜなら民主主義が「システム内における異議や反対を表現するための公的な回路

を提供する」からである。また国際関係においても、「歴史的には民主主義国は権威

主義国と同様にしばしば戦争をした」のだが、「世界における民主主義の拡大は世界

における平和地帯の拡張を意味している。過去の経験に基づけば、圧倒的に民主主

義的な世界は、多分国際的な暴力から相対的に解放された世界であろう。」77 

ガリも同様の認識を示す。「民主的制度・過程は、競合的利益を討論の場へと転換

し、議論に参加する全ての当事者によって尊重されうる妥協の手段を提供し、相違・

紛糾が武装紛争・対立へと発展する危険性を最小化する。民主的政府は、市民によ

って自由に選ばれ、定期的で真正な選挙や他の機構を通じて責任を持たされている

ので、より良く法の支配を促進・尊重し、個人・少数者集団の権利を尊重し、社会

紛争を効果的に処理し、移民を吸収し、疎外された集団のニーズに対応するだろう。

…このように民主主義の文化は根本的に平和の文化である。」ガリはさらに、民主的

政府が国際関係においても戦争に訴えることにより慎重であるとする。なぜなら「民

主的に選出された政府に与えられた正統性は、他の民主的国家の人々への尊重を持
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ち、国際関係における交渉、妥協、法の支配への期待を促進する」からである。78 

こうした認識から、紛争後もしくは体制変換後の「和解」を実現する制度的手段

の一環として選挙が位置づけられる。79たとえばガリは古来より民主主義には公開

性、公平性とともに寛容の慣習が結び付けられてきたとする。80ＩＤＥＡのハンド

ブックも、民主主義には様々な形態があるとしつつ、その紛争管理(conflict 

management)に果たす役割を強調する。民主主義にも欠陥があるが、「より良い選択

肢の欠如により」、民主的制度は「包括的で正当で責任ある社会的枠組みを通じて深

く根差した相違を平和的に扱う効果的手段を提供できる。…政治的アクター間の交

渉、妥協、そして協力行動の規範を構築することによって、民主主義はそれ自体で

人々の間の、そして政府間の政治的関係の性質に平穏化効果をもたらしうる」。81だ

がＩＤＥＡによると、民主的制度が常に必ず平和をもたらすわけではない。特に政

治的に分裂した地域で必要となるのは、紛争管理の発想である。たとえばアンゴラ

での１９９２年選挙は和平合意を履行するものだったが、そこで実施された単純多

数代表制による大統領選挙は、ドス・サントス政府とサヴィンビのＵＮＩＴＡとに

分裂していたアンゴラには制度的に不的確であった。つまりアンゴラ選挙の失敗は、

民主的制度に関する十分な考慮の欠如によってもたらされた。82あるいは性急に植

え付けられた民主主義が自動的には平和をもたらさないことは、ブルンジやカンボ

ジアの例からわかる。ＩＤＥＡによれば、（英米の選挙制度のような）単純多数制は

紛争管理手段としては不適切である。同様に多くの場合、是非を単純に決するレフ

ァレンダムも、厳しい対立を抱える地域では否定的効果をもたらす。それだからこ

そ、「多元主義、寛容、包括性、交渉、そして妥協といった基本的民主的諸価値が紛

争の永続的解決(settlement)を構築する鍵」なのだという。こうした考えから、Ｉ

ＤＥＡは「紛争解決(resolution)ではなく、紛争管理」を適用する北欧的な視点に

よって、民主主義を評価する。83 

本稿では立ち入らないが、ＩＤＥＡはこうした視点から、果たしてどのような場

合にどのような憲法制度を目指した選挙方法が適切であるかを紛争管理の枠組みで

検討していく。だがいずれにしても、「民主主義」を「競争的」かつ「参加的」であ

り、さらに「市民的・政治的自由」が守られている制度と定義づけていることから

もわかるように、ＩＤＥＡもまた選挙制度に国際的人権規範の枠組みにそった形で
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の正統性を持たせる。84この意味では諸々の選挙制度の有効性を紛争管理の視点か

ら検討するという試み自体が、ポスト冷戦時代の拡大した国際的選挙支援の状況を

反映している。特徴的なのはここでもまた、選挙が人権規範の正統性、民主主義の

効果を通じて、平和を導き出すものだと認識されていることだ。 

 

５：将来の課題と展望 

 

本稿では国際社会の選挙支援の実状を、まず歴史的に、そして各組織に着目する

ことによって、検討した。そこで浮き彫りになったのは、ポスト冷戦時代に拡大し

た国際的選挙支援の姿であり、その背景にある民主主義・人権・平和の諸価値の一

体性であった。そしてそれらの諸価値を選挙を通じて実現する、あるいはその実現

程度を選挙監視を通じて認定するという作業に、欧米を中心とする「価値の共同体」

が支柱となった「新世界秩序」の輪郭形成という意味があることを示唆した。 

だが果たしてこうした選挙を通じた民主主義＝人権＝平和の実現は、現実的なも

のなのだろうか？本稿ではとりあえず選挙支援の現状を探ることに専心し、その現

実性について検討することは控えた。だが最後に簡単に指摘するならば、９０年代

の国際的支援を受けた選挙の事例は、必ずしもこれらの価値を実現するものばかり

ではなかった。たとえばリベリアでは９７年の選挙でチャールズ・テイラーが大統

領に選出されたが、テイラーは内戦を起こした張本人であり、ＥＣＯＷＡＳが軍事

介入したのもテイラーのゆえであった。また彼は度重なる人権侵害でも知られてお

り、事実現在でも反対勢力に対する抑圧が指摘されている。しかしそれでもリベリ

アの安定した政権のためには実権を掌握していたテイラーを大統領にする以外に道

はなかったと信じられた。選挙結果はその懸念を表現したものであり、民主的な関

心によるものではなかったと言われる。85カンジボジアで９３年の選挙の直後第二

党の党首であった人民党のフンセンが第二首相という奇異な立場を与えられたのも、

同様の配慮によるものだった。そうした事例は決して真の民主主義の観点から望ま

しいものではない。だがそこでは平和への配慮が民主主義的原則と完全に一致する

とは信じられていなかった。民主化過程の確立が必ずしも平和を生み出すわけでは

ないことは、アルジェリアの例を見てもわかる。アンゴラのＵＮＩＴＡやカンボジ
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アのクメール・ルージュのように、紛争当事者が選挙の不公正を訴えて結果を認め

ないとき、あるいは選挙に参加しないとき、選挙は決して和解をもたらすことはな

く、むしろ紛争当事者間に拭いがたい新たな溝を作り出してしまうかもしれない。 

だがそれでも選挙を実施することの価値を国際社会が見いだし続けるのは、民主

主義が獲得している価値規範としての強さであろう。たとえカンボジアでのように

選挙をボイコットする勢力が生まれたとしても、それは国内に正統性を持つ政治勢

力と持たない政治勢力と作り出すことによって、一応の合法政権の枠組みを生み出

せるからである。86このことは国際社会においてはより重要である。そこにまさに

国際的選挙支援の意味があるわけだが、選挙によって民主的に選出された政権は、

民主的価値規範を持つ国々によってその正統性を認定される。そしてそれによって

国際社会において民主的正統性を標榜する国々のグループに入ることができるよう

になる。この点は特にヨーロッパにおいて顕著である。公正で自由な選挙が種種の

地域機構加入の条件とされるからである。米州においても同じような状況があり、

カンボジアやミャンマーに対するＡＳＥＡＮの懸念、クーデター後のパキスタンに

対するコモンウェルスの対応などにおいてもまた、それは表れている。 

ここでラセットが制度としての民主主義よりも規範としての民主主義が平和へと

導くとしていたことが思い出される。87民主的制度を持った国同士が決してお互い

に戦争をしないと証明することは不可能だろう。しかし現在の国際社会で確かに存

在しているのは、民主主義が人権・平和と結びつく国際社会の根幹に位置づけられ

る価値であり、それを標榜する国々はお互いに共通の価値規範で結びつくことがで

きるという信念なのだ。その信念は疑いなくアメリカを中心とする勢力の指導する

世界秩序の構築と不可分な関係にあり、政治的なものである。しかしそれにもかか

わらずポスト冷戦時代の世界においては確かに力を持った信念なのである。 
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巻末表 

 

表１：両大戦間期に実施されたプレビサイト  

年  地域  構成国民性  結果  
１９２０  
１９２０  
１９２０  
１９２１  
１９２１  
１９３５  

Schleswig 
Allenstein ＆  
Marienwerder 
Klagenfurt Basin 
Upper Silesia 
Sopron 
Saar 

ドイツ、デンマーク  
ドイツ、ポーランド  
ドイツ、スロヴェニア  
ドイツ、ポーランド  
ドイツ、ハンガリー  
ドイツ  

新国境確定  
大部分がドイツに帰属  
オーストリアに帰属  
ドイツとポーランドで
分割  
ハンガリーに帰属  
ドイツに帰属  

（出典：Lawrence T. Farley, Plebiscites and Sovereignty: The Crisis of Political Legitimacy, p. 34）  

 

表２：1990 年までに国連が監督・監視したプレビサイト・国民（住民）投票・選挙  

年  地域  形態  
１９５６  
１９５８  
１９５９  
１９６１  
１９６１  
１９６１―２  
１９６３  
１９６５  
１９６７  
１９６８  
１９６９  
１９７０  
１９７２  
１９７４  
１９７４  
１９７５  
１９７７  
１９７７  
１９７８  
１９７９  
１９７９  
１９７９  
１９８０  
１９８３  
１９８３  
１９８３  
１９８４  
１９８６  
１９８７  
１９８９  
１９９０  

イギリス信託統治領トーゴランド  
フランス信託統治領トーゴランド  
イギリス領カメルーン（北部）  
イギリス領カメルーン（南・北部）  
西サモア  
ルアンダ・ウルンジ  
マレーシア  
クック諸島  
アデン  
赤道ギニア  
西イリアン  
バーレン  
パプア・ニューギニア  
ニウエ  
ギルバート・エリス諸島  
マリアナ諸島  
フランス領ソマリランド  
パナマ＊  
太平洋諸島信託統治領  
マーシャル諸島  
パラオ  
ニュー・ヘブリデス  
タークス・カイコス諸島  
パラオ  
ミクロネシア連邦  
マーシャル諸島  
ココス諸島  
パラオ（２月・１２月）  
パラオ（６月・８月）  
ナミビア  
パラオ  

プレビサイト監督  
選挙監督  
プレビサイト監督  
プレビサイト監督  
プレビサイト監督  
選挙・住民投票監督  
調査  
選挙監督  
選挙監督（途中中断）  
住民投票・選挙監督  
自決行動  
住民意思確証  
選挙監視  
住民投票監視  
住民投票監視  
プレビサイト監視  
住民投票・選挙監視  
プレビサイト検証  
住民投票  
住民投票  
住民投票  
選挙監視  
選挙監視  
プレビサイト監視  
プレビサイト監視  
プレビサイト監視  
自決行動  
プレビサイト監視  
プレビサイト監視  
選挙監督・統制  
プレビサイト監視  

＊パナマは国連加盟の主権国家であり、1977 年の事例は冷戦期における主権国家内での唯一の国連関与プ

レビサイトである。 

(出典：Report of the Secretary General [A/46/609 of 19 November 1991], Annex) 
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表３：1989 年以降の国連支援選挙  

年  国名  支援形態・関連平和維持活動機関  
１９８９  
１９９０  
１９９０  
１９９０―１  
１９９１  
１９９１  
１９９２  
１９９２  
１９９２  
１９９２  
１９９２  
１９９２  
１９９２  
１９９２  
１９９２  
１９９２  
１９９２  
１９９２  
１９９２  
１９９２  
１９９２  
１９９２  
１９９２  
１９９２  
１９９２  
１９９３  
１９９３  
１９９３  
１９９３  
１９９３  
１９９３  
１９９３  
１９９３  
１９９３  
１９９３  
１９９３  
１９９３  
１９９３  
１９９３  
１９９３  
１９９３  
１９９３  
１９９３  
１９９３  
１９９３  
１９９３  
１９９３  
１９９３  
１９９４  
１９９４  
１９９４  
１９９４  
１９９４  
１９９４  
１９９４  
１９９４  
１９９４  
１９９４  
１９９４  

ナミビア  
ニカラグア  
ルーマニア  
ハイチ  
西サハラ（中断中）  
レソト  
リベリア  
アルバニア  
カメルーン  
マリ  
エチオピア  
ルワンダ  
エル・サルヴァドル  
セーシェル  
ペルー  
コンゴ  
マダガスカル  
アンゴラ  
トーゴ  
ルーマニア  
中央アフリカ共和国  
ジブチ  
ガイアナ  
ケニア  
ニジェール  
チャド  
ニジェール  
セネガル  
レソト  
フィリピン  
コンゴ  
ジブチ  
カンボジア  
パラグアイ  
ブルンジ  
コロンビア  
マダガスカル  
マラウィ  
オランダ（アンティル）  
セーシェル  
中央アフリカ共和国  
トーゴ  
アルゼンチン  
シエラ・レオーネ  
ガボン  
ギニア  
パナマ  
ロシア  
ニカラグア  
モルドバ  
ウガンダ  
ウクライナ  
エル・サルヴァドル  
南アフリカ  
マラウィ  
エチオピア  
ホンジュラス  
ギニア・ビサウ  
メキシコ  

選挙監視・ＵＮＴＡＧ  
選挙確証・技術支援・ＯＮＵＶＥ
Ｎ  
選挙技術支援  
選挙確証・技術支援・ＯＮＵＶＥ
Ｈ  
住民投票実施・ＭＩＮＵＲＳＯ  
選挙技術支援  
選挙技術支援  
選挙技術支援  
選挙監視  
選挙技術支援・監視  
選挙調整・技術支援  
技術支援  
技術支援・ＯＮＵＳＡＬ  
選挙監視  
選挙技術支援・選挙監視  
選挙監視  
選挙・国民投票技術支援・監視  
選挙確証・技術支援・ＵＮＡＶＥ
Ｍ  II 
国民投票技術支援  
選挙監視  
選挙調整・監視  
国民投票監視・調整  
選挙技術支援  
選挙調整  
国民投票調整  
選挙技術支援  
選挙調整  
選挙監視  
選挙調整  
選挙技術支援  
選挙調整  
選挙調整  
選挙組織・実行・ＵＮＴＡＣ  
選挙技術支援・監視  
選挙技術支援・調整  
選挙技術支援  
選挙技術支援・監視  
国民投票技術支援・調整  
住民投票に代表派遣  
選挙監視  
選挙監視  
選挙監視  
選挙技術支援  
選挙技術支援  
選挙監視・技術支援  
選挙技術支援・監視  
選挙技術支援  
選挙技術支援  
選挙調整  
選挙監視  
選挙調整・技術支援  
選挙監視  
選挙確証・技術支援・ＯＮＵＳＡ
Ｌ  
選挙確証  
選挙技術支援・調整  
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１９９４  
１９９４  
１９９４  
１９９４  
１９９４  
１９９４  
１９９４  
１９９５  
１９９５  
１９９５  
１９９５  
１９９５  
１９９５―６  
１９９５  
１９９５  
１９９５  
１９９５  
１９９５  
１９９５  
１９９６  
１９９６  
１９９６  
１９９６  
１９９６  
１９９６  
１９９６  
１９９６  
１９９６  
１９９６  
１９９６  
１９９６  
１９９６  
１９９７  
１９９７  
１９９７  
１９９７  
１９９７  
１９９７  
１９９７  
１９９７  
１９９７  
１９９７  
１９９８  
１９９８  
１９９８  
１９９８  
１９９８  
１９９８  
１９９８  
１９９８  
１９９８  
１９９８  
１９９８  
１９９８  
１９９８  
１９９８  
１９９８  
１９９８  
１９９８  
１９９８  
１９９８  

ブラジル  
モザンビーク  
オランダ（アンティル）  
サントーメ・プリンシペ  
旧ユーゴ・マケドニア  
ナミビア  
ウズベキスタン  
ニジェール  
バングラデシュ  
キルギス  
ベニン  
ギニア  
ハイチ  
アルメニア  
フィジー  
赤道ギニア  
コートジボアール  
アゼルバイジャン  
タンザニア  
シエラ・レオーネ  
コモロ  
エリトリア  
ウガンダ  
バングラデシュ  
コンゴ（旧ザイール）  
チャド  
ニジェール  
ザンビア  
ガンビア  
アルジェリア  
ガーナ  
ガボン  
マリ  
ブルキナファソ  
エル・サルヴァドル  
ハイチ  
東スラヴォニア（クロアチア）  
イエメン  
アルジェリア  
リベリア  
ホンジュラス  
ガイアナ  
レソト  
ギニア・ビサウ  
マケドニア  
モーリシャス  
メキシコ  
ベネズエラ  
西サハラ  
タジキスタン  
中央アフリカ  
マリ  
カンボジア  
ニカラグア  
南アフリカ  
ジブチ  
ナイジェリア  
赤道ギニア  
マラウィ  
ニジェール  
ギニア  

選挙調整  
選挙技術支援  
選挙技術支援・調整  
選挙技術支援・監視  
選挙技術支援  
選挙確証・技術支援・ＯＮＵＭＯ
Ｚ  
住民投票に代表派遣  
選挙監視  
選挙監視  
選挙調整  
選挙監視  
選挙技術支援  
調査・報告書作成  
選挙監視・技術支援・調整  
選挙調整  
選挙監視  
選挙技術支援・ＭＩＣＩＶＩＨ  
選挙調整  
文書作成技術支援  
選挙技術支援・調整  
選挙調整  
選挙調整  
選挙調整  
選挙技術支援・調整  
選挙・立憲国民投票技術支援・調
整  
独立住民投票確証・技術支援  
選挙技術支援・監視・調整  
選挙技術支援  
選挙技術支援（中断）  
選挙技術支援・調整  
選挙技術支援  
選挙監視  
選挙技術支援  
選挙監視  
選挙技術支援・監視  
選挙技術支援  
選挙技術支援  
選挙組織支援  
選挙監視  
選挙技術支援・ＵＮＭＩＨ  
選挙監督・ＵＮＴＡＥＳ  
選挙技術支援・監視  
選挙調整  
選挙確証・技術支援・ＵＮＯＭＩ
Ｌ  
選挙技術支援  
選挙技術支援  
選挙技術支援  
選挙技術支援  
選挙技術支援  
選挙技術支援  
選挙技術支援  
調査  
査定  
要員派遣  
ＭＩＮＵＲＣＡ  
選挙技術支援  
選挙技術支援  
選挙技術支援  
選挙技術支援  
選挙技術支援  
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選挙技術支援・調整・監視  
選挙調整（選挙は延期）  
選挙技術支援  
選挙技術支援（選挙は延期）  
選挙技術支援  

（出典：  Electoral Assistance Division, Department of Political Affairs of the United Nations "Assistance 

Provided by Country since 1989" [http://www.un.org/Depts/dpa/docs/website9.htm, 10, 11, 12, 13.htm]. Electoral 

Assistance Division, Department of Political Affairs of the United Nations, "Electoral Assistance Activities of the 

United Nations System 1997, 1998" (unpublished papers). 

注：日付は選挙要請ではなく、選挙実施日を基準とした。ただし１９９２年の西サハラ、１９９６年のコ

ンゴ、1998 年の赤道ギニア、ニジェールの場合は選挙実施が延期されたので、支援開始時点をとった。な

お「選挙調整」とは、各国政府・国際組織・民間組織の派遣した国際選挙監視要員の調整及び物理的支援

を指す。「選挙技術支援」は、法的整備、投票者登録、予算作成、要員訓練、物品輸送、コンピュータ化な

どの種々の専門的支援を指す。「選挙組織」は、国際機関が選挙の組織・運営する役割を国内政府に代わっ

て担当する場合を指す。「選挙検証 (verification)」とは、選挙過程全体の正当性を証明するための一連の活

動を指す。「選挙監督」は、「組織」と「検証」の中間にあたり、運営責任は持たないが、選挙過程全体の

正当性を確保するために必要な活動を行う場合を指す。「選挙監視」は、多くの場合選挙過程終盤のみを監

視して報告書を作成する活動を指す。See "Main Types of Assistance Activities", Electoral Assistance Division, 

Department of Political Affairs, United Nations [http://www.un.org/Depts/dpa/docs/website3.htm]. 

 

表４：国連による選挙支援の推移（旧植民地・国連信託統治領などにおける国連選挙監視と国内選挙支援） 

0

5

10

15

20

25

30

35

1
9
5
6

1
9
5
8

1
9
6
0

1
9
6
2

1
9
6
4

1
9
6
6

1
9
6
8

1
9
7
0

1
9
7
2

1
9
7
4

1
9
7
6

1
9
7
8

1
9
8
0

1
9
8
2

1
9
8
4

1
9
8
6

1
9
8
8

1
9
9
0

1
9
9
2

1
9
9
4

1
9
9
6

1
9
9
8

住民投票監視数 選挙支援要請数 選挙支援実施数

 

注：横軸は実施年、縦軸は総数を示す。実施年は支援開始の年をとった。  

 

表５：国連に選挙支援を要請した国の数（1989―1998 年）  
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 国連加盟国   ８１  

 非加盟国（パレスチナ・西サハラ）   ２  

地域別支援要請国数（1998 年末まで）  

表６：国連から支援を受けた国の数（1989―1998 年）  

 国連加盟国   ７３  

地域別被支援国数（1998 年末まで）  

表７：支援形態別総数  (1989―1998 年 ) 

15

14

5 2 1

46

アフリカ

東欧

中南米

アジア太平洋

中東

西欧

43

11

12

5 11

アフリカ

東欧

中南米

アジア太平洋

中東

西欧



 31 

注：「組織・実施」には中断中の１事例を含めた。  
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Rights of 1981, Article 13 (1) (2). 



 33 

                                                                                                                                          
19 See Centre for Human Rights, Professional Training Series No.2: Human Rights and 
Elections: A Handbook on the Legal, Technical and Human Rights Aspects of Elections 
(New York: United Nations, 1994). 
20 「監督(supervision)」とは一般に、選挙に関する広範囲の協議の全過程を包括的
に扱う業務を指す。具体的には選挙規程の作成や、国民投票での質問内容の決定な
どを含む。「監視(observation)」はそれよりも限定的な選挙支援を指すが、デクエヤ
ル国連事務総長によれば、supervision, observation, verification（本稿では「検証」と
訳す） , monitoring はしばしば相互変換的に使用されている。See Report of the 
Secretary General (A/46/609 of 19 November 1991): Human Rights Questions, Including 
Alternative Approaches for Improving the Effective Enjoyment of Human Rights and 
Fundamental Freedoms, Enhancing the Effectiveness of the Principle of Periodic and 
Genuine Elections, paragraphs 5, 12. 
21 Ibid., paragraph 14. 
22 See Beibeder, International Monitoring, pp. 143-6. 
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